
第

千

八

百

八

十

三

号

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
員
の
互
助
団
体
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
厚
生
課)

六
九
九
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

六
九
九

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

七
〇
〇

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

七
〇
〇

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(
道
路
維
持
課)

七
〇
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
〇
一

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
七
〇
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

七
〇
三

○
飼
料
の
試
験
結
果

(

畜

産

課)

七
〇
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

(

農
地
計
画
課)

七
〇
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

七
〇
五

規

則

岐
阜
県
規
則
第
七
十
九
号

岐
阜
県
職
員
の
互
助
団
体
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
職
員
の
互
助
団
体
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
互
助
団
体
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中｢

(昭
和
年
｣

を｢
(

年
｣

に
改
め
、｢､

郵
便
為
替
券
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日



人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和

四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中｢平

成
年

月
日
｣

を｢
年

月
日
｣

に
改
め
、

同
様
式
注
意
事
項
第
六
号
中

｢な
お
､
郵
便
振
替
を
希
望
す
る
場
合
に
は
､
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ

と
｡
｣

を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢な

お
､
郵
便
振
替
を
希
望
す
る
場

合
に
は
､
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
二
中｢平

成
年

月
｣

を｢
年

月
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
、
別
記
第
九
号
様
式
及
び
別
記
第
十
号
様
式
中｢な

お
､
郵
便
振
替
を
希
望
す
る

場
合
に
は
､
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ
と
｡
｣

を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
注
意
事
項
第
五
号
中｢又

は
郵
便
貯
金
の
利
子
所
得
の
非
課
税
取
扱
い
｣

及
び

｢又
は
郵
便
局
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
十
一
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
公
安
職
の
表
警
察
本
部
長
の
項
本
部
部
長
の
欄
中｢

組
織
犯
罪
対
策
統
括
官｣

を｢

組
織
犯
罪

国
際
テ
ロ

対
策
統
括
官

リ
ズ
ム
対
策
官｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

加
茂
郡
八
百
津
町
福
地
字
蔵
橋
二

九
番
四
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

三

五
番
二
〇
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
八
百
津
町
福
地
字
蔵

橋
二
九
番
四
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

三
五
番
二
〇
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

百
五
十
八

号 路
線
名

日

吉

釜

戸
線

路
線
名

高
山
市
荘
川
町
三
谷
字
小
谷

一
二
九
五
番
の
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
牛
首

区

間

瑞
浪
市
日
吉
町
字
大
知
洞
四

六
五
七
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
町
屋

四

九
七
四
番
三
地
先
ま
で

区

間

Ａ
前

Ｂ
区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･���･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜���･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)�、���･��、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
多
治
見
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
六
十

一
号

路
線
名

高
山
市
朝
日
町
小
瀬
ヶ
洞
字

大
サ
コ
七
四
三
番
地
四
地
先

か
ら

同

市
同

町
同

字

同

七
四
三
番
地
三
地
先

ま
で 区

間

一
三
〇
五
番
の
一
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後

Ｂ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(
メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･����･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �、���･�
備

考

県
道

道
路
の
種
類

高

山

上

宝
線

路
線
名

高
山
市
上
宝
町
鼠
餅
字
ト
ヤ
峠
一

三
八
五
番
二
四
地
先
地
内

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト

三

代

表

者

の

氏

名

大
坪

徹

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
山
田
町
八
六
三
番
地
二
二
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
の
自
立
支
援
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行

い
、
誰
も
が
自
分
の
力
を
発
揮
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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３ ２ １ 収去番号

同
上

全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東
海

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
の
８

株
式
会
社
白
木

精
麦
関
工
場

関
市
小
瀬
南
１

丁
目
２
番
６
号

製
造
事
業
場
等

の
名
称
及
び

所
在

地

同
上

美
濃
市
生
櫛
47

2番
地

美
濃
酪
農
農
業

協
同
組
合
連
合

会
北
濃
事
務
所

関
市
小
瀬
南
１

丁
目
２
番
６
号

株
式
会
社
白
木

精
麦
関
工
場

収
去
場
所

全
酪
育
成
後
期

ぎ
ふ
75

混
合
飼
料
EM
フ
ィ
ー

ド
B
A

飼
料
の
名
称

19.05

19.05

19.05

製
造

(輸
入
)

年
月

17.6

17.5

14.2

粗
た
ん

白
質

分
析

結
果

の
概

要

3.4

3.9 16

粗
脂
肪

5.9 5

5.8

粗
繊
維

6.5

4.6

9.2

粗
灰
分

0.83

0.66

0.05

カ
ル
シ

ウ
ム

0.81

0.57

1.79

り
ん

揮
発
性

塩
基
性

窒
素

水
溶
性

窒
素

ペ
プ
シ

ン
消
化

率
Ｔ
Ｄ
Ｎ

Ｍ
Ｅ

そ
の
他

の
検
査
違
反
の

内
容

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業
流
通

課
及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ヤ
マ
カ
興
産
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

多
治
見
フ
ラ
ン
テ

岐
阜
県
多
治
見
市
本
町
三
丁
目
一
〇
一
番
地

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日

平
成
二
十
年
五
月
十
九
日

五

店
舗
面
積

一
、
六
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
〇
〇
台

七

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

一
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル

○
飼
料
の
試
験
結
果

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
五
月
に
収
去
さ
れ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
を

公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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15 14 13 12 11 10 ９ ８ ７ ６ ５ ４

同
上

同
上

同
上

ジ
ェ
イ
エ
イ
東

海
く
み
あ
い
飼

料
株
式
会
社
知

多
工
場

愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
16番
地

同
上

同
上

同
上

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
豊
橋
工
場

愛
知
県
豊
橋
市

明
海
町
５
番
地

の
９

同
上

同
上

同
上

亀
屋
商
事
株
式

会
社
本
社
工
場

羽
島
郡
岐
南
町

三
宅
９
丁
目
18

9番
地

同
上

同
上

同
上

各
務
原
市
各
務

山
の
前
町
２
―

352
ジ
ェ
イ
エ
イ
東

海
く
み
あ
い
飼

料
株
式
会
社
各

務
原
中
継
基
地

同
上

同
上

同
上

各
務
原
市
蘇
原

瑞
雲
町
３
の
１

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
岐
阜
ス
ト
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト

同
上

同
上

同
上

羽
島
郡
岐
南
町

三
宅
９
丁
目
18

9番
地

亀
屋
商
事
株
式

会
社
本
社
工
場

く
み
あ
い
配
合
飼
料

IP肥
育
に
一
番

く
み
あ
い
配
合
飼
料

IP肥
育
ひ
と
す
じ

く
み
あ
い
配
合
飼
料

IPく
み
あ
い
特
選
肉

牛
用

く
み
あ
い
配
合
飼
料

新
ひ
だ
っ
こ
Ｇ

マ
ル
ト
中
雛
用
配
合

飼
料
ハ
イ
ヘ
ル
ス
中

雛
G
Xセ
ー
フ
テ
ィ

マ
ル
ト
子
豚
育
成
用

配
合
飼
料
ニ
ュ
ー
ポ
ー

ク
Ｓ

マ
ル
ト
種
豚
用
配
合

飼
料
種
豚
用

マ
ル
ト
ブ
ロ
イ
ラ
ー

肥
育
用
配
合
飼
料
ブ

ロ
イ
ラ
ー
後
期
Ｎ
マ
ッ

シ
ュ

亀
印
配
合
飼
料
中
す

う
用

亀
印
配
合
飼
料
幼
す

う
用

α
―
13

亀
印
配
合
飼
料
大
す

う
用

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

12.6

11.7

12.8

16.2

18.7

15.8

15.8 18

18.8

21.5

17.7

15.6

2.6

2.8

3.5

2.6

3.2

3.2

3.7

6.4

5.4

5.3

5.6

4.4

6.7

6.7

4.5

7.7

3.3

2.4

4.1

2.4

3.7

3.5

2.5

2.5

3.2 3

2.9

5.6

5.6

3.7

5.4

4.5

5.6

6.2 13

5.6

0.3

0.23

0.21

0.98

1.03

0.57

0.81

0.92

0.85

1.08

7.48

1.17

0.41

0.41

0.47

0.48

0.56

0.48

0.85

0.5

0.79

0.77

0.59

0.72
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関

市

施

行

者

名

20 19 18 17 16

同
上

同
上

同
上

日
清
丸
紅
飼
料

株
式
会
社
碧
南

工
場
愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
番

地
３

同
上

高
見
・
阿
部
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

同
上

同
上

同
上

各
務
原
市
須
衛

町
４
丁
目
291

岐
阜
養
鶏
農
業

協
同
組
合
配
送

セ
ン
タ
ー

同
上

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料
成
鶏
用
シ
ェ
ル
・

ク
イ
ー
ン
17

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料
大
す
う
用
M
N
大

す
う

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料
中
す
う
用
M
N
中

す
う

日
清
丸
紅
印
配
合
飼

料
幼
す
う
・
中
す
う

用
M
N
幼
す
う

く
み
あ
い
配
合
飼
料

と
り
王
16

洞
戸
事
務
所
前

掲
示
場

縦

覧

場

所

平
成
一
九
・

九
・
二
八
か
ら

同

一
〇
・
二
九
ま
で

縦

覧

期

間

19.04

19.04

19.04

19.04

19.05

17.6

15.2

18.2 21

16.5

6.3

4.5

4.2

5.7

6.8

3.6

3.5

3.4

3.6

3.4

11.6

6.6

5.2

5.7

12.3

5.21

1.67

0.96

1.05

5.4

0.59

0.6

0.59

0.69

0.64
○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更

後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

帷
子
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

澤

野

隆

司

可
児
市
西
帷
子

五
〇
一
番
地

同

水

野

次

男

同

東
帷
子

二
五
二
八
番
地

同

尾

関

重

隆

同

一
八
三
二
番
地

同

亀

谷

道

雄

同

一
六
四
三
番
地
二

同

亀

谷

好

治

同

七
九
八
番
地

同

伊

藤

昭

和

同

三
六
〇
四
番
地

同

齋

藤

武

美

可
児
市
菅
刈

一
一
〇
二
番
地
一
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同

宮

嶋

博

美

同

五
四
一
番
地

同

小

池

亮

可
児
市
西
帷
子

九
〇
三
番
地

同

三

好

英

隆

同

九
二
三
番
地

同

奥

村

博

同

三
五
五
番
地

同

日
比
野

惠

勇

可
児
市
広
見

一
一
三
八
番
地
二

監
事

小

池

俊

美

同

西
帷
子

六
〇
五
番
地

同

武

藤

政

雄

同

菅
刈

四
〇
一
番
地

同

玉

置

寛

二

同

東
帷
子

九
〇
九
番
地
三

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

帷
子
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

澤

野�
司

可
児
市
西
帷
子

五
〇
一
番
地

同

水

野

次

男

同

東
帷
子

二
五
二
八
番
地

同

尾

関

重

隆

同

一
八
三
二
番
地

同

亀

谷

道

雄

同

一
六
四
三
番
地
二

同

亀

谷

好

治

同

七
九
八
番
地

同

伊

藤

昭

和

同

三
六
〇
四
番
地

同

齋

藤

武

美

可
児
市
菅
刈

一
一
〇
二
番
地
一

同

宮

嶋

博

美

同

五
四
一
番
地

同

小

池

亮

可
児
市
西
帷
子

九
〇
三
番
地

同

三

好

英

隆

同

九
二
三
番
地

同

奥

村

博

同

三
五
五
番
地

同

日
比
野

惠

勇

可
児
市
広
見

一
一
三
八
番
地
二

監
事

小

池

俊

美

同

西
帷
子

六
〇
五
番
地

同

武

藤

政

雄

同

菅
刈

四
〇
一
番
地

同

玉

置

寛

二

同

東
帷
子

九
〇
九
番
地
三
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平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
印
刷

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


